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　人間看護学部では、多面的な視野に立って人間と健康に関わる問題を解決し、地域に貢献できる

看護職者を育成します。この教育目標を達成するために、次のような学生を求めます。

求める学生像

①人間に対する関心をもち、対人関係の基礎的能力を有する人（表現力・協調性）

②生命、医療、看護に対して強い関心をもち、自ら学ぼうとする意欲を有する人（意欲・主体性）

③高度な専門的知識を身につけるために必要な確かな基礎学力を有する人（知識・理解）

④見出された課題解決に向けて論理的に思考できる基盤を有する人（思考力・判断力）

⑤地域社会から国際社会の問題まで広範な関心をもち、人と協働する力を有する人（関心・協働性）

第３年次編入学学生募集要項 

(2)　出願書類受付場所および試験会場

〒522-8533

滋賀県彦根市八坂町2500　滋賀県立大学　教務課（受付）

人間看護学部（試験場）

次の(1)～(3)のいずれかに該当する者　

(1)　看護系短期大学を卒業した者または令和５年３月卒業見込みの者

(2)　専修学校の認可を受けた看護専門学校を修了した者または令和５年３月修了見込みの者

　　（ただし、学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者に限ります。）

(3)　高等学校の看護系の専攻科の課程を修了した者または令和５年３月修了見込みの者

　　（ただし、学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者に限ります。）

＜注意事項＞

　・�「看護系短期大学」とは、「保健師助産師看護師法第21条第2号または第4号に規定する文部科

学大臣の指定した短期大学」をいいます。

(1)　募集人員

※　試験結果によっては、合格者数が募集定員に満たない場合があります。

学　　部 学　　科 募 集 人 員

人間看護学部 人間看護学科

10 名

（内訳）

・看護学探究コース　　　　５名程度

・保健師課程履修コース　　５名程度

１．募集人員および試験会場 

２．出願資格
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出願時に志望コースを選択してください。重複志望は認めません。学力試験・面接試験の成績および

調査書（または成績証明書）を総合して選抜します。

・本学所定の用紙

[Ａ票]　編入学志願票（裏面：履歴書）

[Ｂ票]　※住所票

[Ｃ票]　受験票

[Ｄ票]　写真票

[Ｅ票]　入学検定料振込確認票

（所定欄に受付印を受けた「入学検定料振込金受領証明書」を貼付してください。）

[Ｆ票]　受験票返送用封筒（あて先を明記し、84円切手を貼付してください。）

[Ｇ票]　※出願書類提出用封筒

[Ｈ票]　※志望理由書

　※Ｂ票、Ｇ票、Ｈ票は、本冊子の巻末に綴じ込まれた封筒に入っています。

・調査書または成績証明書（出身学校長が作成し、厳封したものに限ります。）

志願票に記載した氏名と調査書または成績証明書に記載した氏名が異なる者は、氏名を変更した

ことを証明する書類を提出してください。

・卒業・修了（見込）証明書

＊高等学校等の専攻科の場合は、次ページの願書提出先に問い合わせてください。

・入学検定料　１７，０００円

・�入学検定料は本学所定の「入学検定料振込依頼書」（Ｉ票）により、出願受付期間の１週間前か

ら出願受付最終日までの間に、指定の金融機関に振り込んでください。なお、ＡＴＭ（現金自動支

払機）は利用できません。

・�振り込み後、「入学検定料振込金受取書」および「入学検定料振込金受領証明書」を受け取り、

収納印があることを確認してください。なお、受付印を受けた「入学検定料振込金受領証明書」

は、「入学検定料振込確認票」の所定欄に貼付してください。

専門科目の出題範囲：�専門基礎、基礎看護学、母性看護学、小児看護学、成人看護学、

老年看護学、精神看護学、在宅看護学

試験場：人間看護学部棟

試験日：令和４年９月３日（土）

試験科目 試 験 時 間 配 点 採 点・評 価 基 準

英 語
9:00 ～ 10:30（90 分）

英和辞書１冊持込可、ただし電子辞書は不可
100 点

読解力を中心に英語の基礎学力を評価

します。

専門科目 11:00 ～ 12:30（90 分） 100 点
総合的な基礎学力の達成度を評価しま

す。

面 接 13:30 ～（１人 7分程度） 50 点
「求める学生像」への適合性を総合的

に評価します。

３．選抜方法、試験日および試験日程

４．出願書類
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(1)　受付期間　　令和４年７月２０日（水）から７月２６日（火）まで（必着）

(2)　出願方法　　�出願にあたっては、所定の出願書類提出用封筒[Ｇ票]を用い、書留速達扱いの郵送

に限ります。出願受付は最終日必着のため、郵送期間を十分考慮の上、発送してくだ

さい。

　ただし、７月２６日（火）に限り午前９時から午前11時30分および午後０時30分か

ら午後５時までの間、持参の出願も受理します。

　なお、収納印を受けた「入学検定料振込金受領証明書」が貼付していない場合は、

出願を受理しません。

　また、上記に記載の出願書類以外に提出をお願いする場合があります。

(3)　願書提出先　〒522-8533　　滋賀県彦根市八坂町2500　

滋賀県立大学　教務課　　TEL　0749-28-8217･8243

令和４年９月１３日(火)　午前９時

　事務局前の掲示板に合格者の受験番号を掲示するとともに、合格者に合格通知書および所定の入

学手続書類を送付します。大学ホームページで同時刻より合格者を速報します。詳しくは、裏表紙の

「携帯電話サイトとインターネットによる入試情報について」をご覧ください。

　なお、電話等による合否の問い合わせには応じません。

　編入学試験の合格通知書を受けた者は、入学手続き等を所定の期日までに行わなければなりませ

ん。期間内に入学手続き等を行わなかった者については、入学を辞退したものとして取り扱います。

(1)　入学手続期間

　　�令和４年１０月４日（火）から１０月１１日（火）まで（必着）

(2)　入学手続方法

①�入学手続に必要な書類は、合格通知書に同封して直接本人あてに郵送します。

②��入学手続の書類は、郵送による場合は必ず書留速達扱いとし、入学手続期間最終日必着としま

す。また、直接持参する場合の受付時間は、土日・祝日を除く午前９時から午前11時30分、および

午後０時30分から午後５時までとします。

(3)　提出書類等

①�誓約書（本学所定の様式）

②�保証書（本学所定の様式）

③�入学料相当額を金融機関に振込後、「振込確認受領証明書」を提出

④�滋賀県内に住所を有する者のみ住民票の写し

⑤�出身学校での修得単位を本学の修得単位として認定する場合に必要な書類

(4)　入学料

①�滋賀県内に住所を有する者　２８２，０００円

５．出願手続

６．合格発表

７．入学手続きおよび納付金
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②�その他の者　　　　　　　　４２３，０００円

（注）滋賀県内に住所を有する者とは、次のいずれかに該当する者のことをいいます。

ア　入学の日の１年前（令和４年４月１日）から引き続き滋賀県内に住所を有する者

イ�　入学の日の１年前（令和４年４月１日）から引き続き滋賀県内に、配偶者または１親等

の親族（生計を一にする者に限る。）が住所を有する者

(5)　授業料

①�年額　５３５，８００円（令和４年度の額であり、改定されることがあります。）

（注）在学中に授業料が改定された場合は、改定後の授業料が適用されます。

②�納付方法　入学後に前期（納付期限5月29日）、後期（同11月27日）の2回に分けて徴収します。

(6)　後援会費

入学手続の際に、後援会費（２年間分２５，０００円）を所定の振込用紙により指定金融機関へ

振り込みください。

(7)　入学手続上の注意事項

①��入学手続期間を過ぎて到着したものは受け付けないので、郵送の場合には所要日数を十分に考

慮して発送してください。

②��入学手続期間内に入学手続を完了しなかった者については、入学を辞退したものとして取り扱

います。

③�一度受付をした入学手続書類および入学料は、理由のいかんを問わず返還しません。

募集人員に欠員が生じた場合には、追加合格を認めることがあります。この場合には、１０月１２日

（水）の午前中から該当者に対して、志願票に記載された「住所」または「緊急連絡先」の電話によ

り照会します。直接本人から入学の意志を確認しますので、必ず連絡がとれるようにしておいてく

ださい。連絡がとれない場合は、追加合格の対象者となりえませんので、注意してください。

(1)　編入学時期は令和５年４月１日とし、編入年次は第３学年とします。

(2)�　卒業の要件としては、２年以上在学し、編入学時に認定された単位と合わせて129単位以上を修

得しなければなりません。

(3)�　出身学校での取得科目（単位）と本学の必修科目（単位）との関係によっては、３年以上在学し

なければならない場合もあります。また、最長在学期間は４年とします。

(4)　入学後の転学部は認めません。

(1)�　看護学探究コース、保健師課程履修コースで所定の単位を修得すると学士�(看護学)�の学位が

授与されます。

(2)�　保健師課程履修コースで所定の単位を修得すると、保健師国家試験の受験資格が取得できます。

８．追加合格

９．編入学年次、単位認定および修業年限等

10．資格の取得
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(1)　一度受付をした出願書類および入学検定料は、理由のいかんを問わず返還しません。

(2)　�出願期間を過ぎて到着したものは受け付けませんので、郵送に関しては所要日数を十分に考慮し

て発送してください。

(3)　�入学を許可した後であっても出願書類の記載と相違する事実が発見された場合には、入学を取り

消すことがあります。

(4)　�出願受付後には出願事項の変更は認めません。ただし、氏名、住所、電話番号に変更があった場

合には、下記まで連絡してください。

(5)　受験者は受験票を持参し、試験開始20分前までに試験室に集合してください。

(6)　�身体に障がい（学校教育法施行令第22条の３に定める障がいの程度）がある入学志願者は、受験

上および修学上の配慮を必要とすることがありますので、７月１３日（水）午後５時までに下記

まで連絡し、相談してください。

(7)　�悪天候、災害、新型コロナウイルス感染症等による不測の事態により、試験の延期や中止、選抜

方法を変更する場合があります。その際は、大学ホームページ（https://www.usp.ac.jp/）により

周知しますので、滋賀県立大学からの情報発信に注意してください。

(8)　その他不明な点は、下記まで問い合わせてください。

〒522-8533

滋賀県彦根市八坂町2500　

滋賀県立大学　教務課

TEL　0749-28-8217・8243

11．注意事項

(3)�　養護教諭一種免許を取得するためには、指定された単位を修得する必要があります。ただし、２年間で

すべての必要単位を修得することができない場合もあります。






